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令和３年竹田市農業委員会第３回総会議事録 
 

１．日  時 令和３年３月５日(金)  午後２時１８分～午後４時１７分 

  

２．場  所 竹田市役所２階庁議室 

 

３．出席委員 １２名 

1番 後藤 善徳、2番 山村 徹、3番 長野 幸生、4番 和田 京子、5番 佐藤 隆幸 

6番 佐藤 博一、8番 工藤 一美、9番 本郷 敦子、10番 麻生 章治 

11番 工藤 明秀、12番 釘宮 恒憲、13番 森  哲秀 

 

４．欠席委員 １名   

 7番 首藤 徳子 

     

５．農業委員会事務局職員 

  事務局長：坂本大蔵、農地係長：工藤裕崇、農地係：津曲美香 

 

６．議事 

議案第１８号 農用地利用集積計画の承認について 農地中間管理事業分 ・・・・・・・・・・・２８件 

議案第１９号 農用地利用配分計画案に対する農業委員会の意見について ・・・・・・・・・・・ １７件 

議案第２０号 農用地利用集積計画の承認について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９件 

議案第２１号 農用地利用集積計画の利用権の移転について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １件 

議案第２２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について ・・・・・・・・・・・・・・ ９件 

議案第２３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について ・・・・・・・・・・・・・・  １件 

議案第２４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について ・・・・・・・・・・・・・・  ２件 

議案第２５号 非農地証明について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５件 

議案第２６号 利用状況調査に基づく非農地の認定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １件 

 

以上、１０３件を、本日の議案として提案いたします。 

 

会長  あいさつ 

 

局長  ただいまの出席委員数は、１２人で定足数に達しています。 

 

議長 

  只今から、令和３年竹田市農業委員会第３回総会を開会いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配布してあります日程表により、運営いたしますのでご了承願います。 

 それでは、審議にはいります前に、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員は、５番 佐藤隆幸 
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委員、６番 佐藤博一委員の両名を指名いたします。 

 

議長 

  報告事項について、事務局より報告をお願いします。 

 

事務局 

 報告第６号について報告を申し上げます。 

農地法第１８条第６項の規定による農地の合意解約の通知が、１２件ありましたので報告します。 

尚、３番から８番の案件は、議案第１８号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の承認に関連し、 

合意解約するものです。１０番の案件は、議案第２０号 農用地利用集積計画の承認及び議案第２２号 農 

地法第３条第１項の規定による許可申請に関連し、合意解約するものです。１１番の案件は、議案第２２号  

農地法第３条第１項の規定による許可申請に関連し、合意解約するものです。 

  続きまして、報告第７号について報告を申し上げます。 

農地法第３条の３第１項の規定により、相続による所有権を取得したとの届出が、１件ありましたので報告 

します。 

 

議長  

 報告事項について、質問等ありませんか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので、これで報告事項は終了いたします。 

 

議長 

 次に議案の上程を行います。 

議案第１８号 農用地利用集積計画の承認について 農地中間管理事業分 ・・・・・・・・・・・２８件 

議案第１９号 農用地利用配分計画案に対する農業委員会の意見について ・・・・・・・・・・・ １７件 

議案第２０号 農用地利用集積計画の承認について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９件 

議案第２１号 農用地利用集積計画の利用権の移転について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １件 

議案第２２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について ・・・・・・・・・・・・・・ ９件 

議案第２３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について ・・・・・・・・・・・・・・  １件 

議案第２４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について ・・・・・・・・・・・・・・  ２件 

議案第２５号 非農地証明について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５件 

議案第２６号 利用状況調査に基づく非農地の認定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １件 

 

以上、１０３件を本日の議案として提案いたします。 
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議長 

 議案第１８号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の承認について を議題といたします。 

議案の説明を、事業担当課の農政課に求めます。 

 

農政課 

  農政課の井出です。よろしくお願いします。議案第１８号は、農地中間管理事業により、土地所有者から 

大分県農業農村振興公社へ権利の設定を行うものであります。 

 １番から３番の案件は、５年間の賃貸借による権利の設定を行うものです。 

 ４番、５番、２３番、２５番の案件は、１０年間の使用貸借による権利の設定を行うものです。 

 ６番、８番、１０番、１５番、１７番、１９番、２０番の案件は、１５年９ヶ月間の賃貸借による権利の 

設定を行うものです。 

 ７番、９番、１１番から１４番、１６番、１８番、２１番、２２番の案件は、１５年９ヶ月間の使用貸借 

による権利の設定を行うものです。 

 ２４番、２６番から２８番の案件は、１０年間の賃貸借による権利の設定を行うものです。 

 

議長 

 只今、議案第１８号について、担当課から説明がありましたが、ご意見、ご質疑はございませんか。 

（なしの声あり） 

 

議長 

 無いようですので討論を終結いたします。 

議案第１８号について、これを承認することにご異議のない方は、挙手をお願いいたします。 

 

議長 

 全員挙手でありますので、ご異議ないものと認めます。 

よって、議案第１８号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の承認についてはこれを承認すること 

に決定いたします。 

 

議長 

 続いて、議案第１９号 農用地利用配分計画案に対する農業委員会の意見について を議題といたしま 

す。議案の説明を、事業担当課の農政課に求めます。 

 

農政課 

 先の議案第１８号におきまして土地所有者から大分県農業農村振興公社への権利設定の承認をいただき 

ましたが、議案第１９号の農用地利用配分計画案は、農地中間管理事業による５年間、１０年間、１５年９ 

ヶ月間の賃貸借及び使用貸借による権利の設定を、大分県農業農村振興公社から借受人へ行うものです。 

 １番の借受人は、認定農業者である 〇〇〇〇です。選定理由は、「人・農地プランの中心的担い手とし 
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てマッチングした結果」と「基盤強化法の利用権設定から中間管理事業法賃借権への移行」です。 

 ２番の借受人は、認定農業者である 〇〇〇〇氏です。選定理由は、「基盤強化法からの更新」で受け手 

は息子に変更することで調整済みです。 

 ３番の借受人は、〇〇〇〇氏です。選定理由は、「地域内の担い手」です。 

 ４番及び５番の借受人は、認定農業者である 〇〇〇〇氏です。選定理由は、「借受者は、地域の担い手 

で当該地域の人・農地プランの中心的経営体として位置づけられており、地域内で調整済み」です。 

 ６番の借受人は、〇〇〇〇氏です。選定理由は、「借受者は、地域の担い手で当該地域の人・農地プラン 

の中心的経営体として位置づけられており、地域内で調整済み」です。 

７番の借受人は、認定農業者である 〇〇〇〇氏です。選定理由は、「借受者は、地域の担い手で当該地 

 域の人・農地プランの中心的経営体として位置づけられており、地域内で調整済み」です。 

８番及び９番の借受人は、認定農業者である 〇〇〇〇氏です。選定理由は、「借受者は、地域の担い手 

 で当該地域の人・農地プランの中心的経営体として位置づけられており、地域内で調整済み」です。 

１０番及び１１番の借受人は、認定農業者である 〇〇〇〇氏です。選定理由は、「借受者は、地域の担 

い手で当該地域の人・農地プランの中心的経営体として位置づけられており、地域内で調整済み」です。 

１２番の借受人は、認定農業者である 〇〇〇〇です。選定理由は、「借受者は、地域の担い手で当該地 

域の人・農地プランの中心的経営体として位置づけられており、地域内で調整済み」です。 

１３番の借受人は、認定農業者である 〇〇〇〇氏です。選定理由は、「借受者は、地域の担い手で当該 

地域の人・農地プランの中心的経営体として位置づけられており、地域内で調整済み」です。 

１４番の借受人は、〇〇〇〇氏です。選定理由は、「借受者は、人・農地プランの中心的経営体として位 

置づけられており、地域内で調整済み」です。 

１５番の借受人は、〇〇〇〇氏です。選定理由は、「人・農地プランの中心的担い手としてマッチングし 

 た結果」です。 

１６番の借受人は、〇〇〇〇氏です。選定理由は、「人・農地プランの中心的担い手としてマッチングし 

た結果」です。 

１７番の借受人は、認定農業者である 〇〇〇〇です。選定理由は、「基盤強化法の利用権設定から中間 

管理事業法賃借権へ移行」と「人・農地プランの中心的担い手としてマッチングした結果」です。 

 

議長 

 只今、議案第１９号について、担当課による説明がありましたが、ご意見、ご質疑はございませんか。 

 

3番 長野幸生委員 

１５番の〇〇〇〇氏ですが、新規就農の時は、本人と奥様両名の名前で出ていました。今後の申請書類に 

 ついては、〇〇〇〇氏の名義でやっていくのですか。 

 

農政課 

〇〇〇〇氏は、奥様と二人の名前で新規就農となっています。農業次世代人材事業の補助金を頂くのです 

が、これも二人でいただいています。土地は〇〇〇〇氏、それ以外は奥様となっており、リスクを分散させ 
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ています。お互いのリスクを抱えてくださいというのが、農業次世代人材事業の要件となっていますので、 

今回の土地については〇〇〇〇氏となっています。 

 

議長  

  他にないですか。 

（なしの声あり） 

 

議長 

無いようですので討論を終結いたします。議案第１９号について、これを承認することにご異議のない方 

は、挙手をお願いいたします。 

 

議長 

 全員挙手でありますので、ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１９号 農用地利用配分計画案に対する農業委員会の意見については、これを承認すること 

に決定します。 

 ここで、休憩いたします。農政課の井出係長は、退席してください。ありがとうございました。  

（午後２時３５分） 

議長 

  再開します。                                （午後２時３５分） 

続いて、議案第２０号 農用地利用集積計画の承認について を議題といたします。 

議案の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

 １番の借り手は、認定農業者である 〇〇〇〇氏です。４年６ヶ月間の賃貸借、新規設定です。 

２番の借り手は、〇〇〇〇氏です。２年間の賃貸借、再設定です。労力１人、稲作中心の農家であり、借 

受農地の効率的な利用が見込まれます。 

３番の借り手は、認定農業者である 〇〇〇〇氏です。３年間の賃貸借、再設定です。 

４番の借り手は、〇〇〇〇氏です。２年間の賃貸借、再設定です。労力１人、稲作中心の農家であり、借 

受農地の効率的な利用が見込まれます。 

５番の借り手は、〇〇〇〇氏です。３年間の賃貸借、再設定です。労力２人、稲作中心の農家であり、借 

受農地の効率的な利用が見込まれます。 

６番の借り手は、〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。労力２人、稲作中心の農家であり、借 

受農地の効率的な利用が見込まれます。  

７番の借り手は、〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、新規設定です。労力２人、稲作中心の農家であり、 

 借受農地の効率的な利用が見込まれます。 

８番の借り手は、認定農業者である 〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。 

９番及び１０番の借り手は、認定農業者である 〇〇〇〇氏です。９番は、１０年間の使用貸借、新規設 
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定、１０番は、６年間の賃貸借、再設定です。 

１１番の借り手は、〇〇〇〇氏です。１０年間の賃貸借、新規設定です。労力２人、稲作中心の農家であ 

り、借受農地の効率的な利用が見込まれます。 

１２番の借り手は、〇〇〇〇氏です。４年間の賃貸借、再設定です。労力２人、稲作中心の農家であり、 

借受農地の効率的な利用が見込まれます。 

１３番の借り手は、認定農業者である 〇〇〇〇氏です。７年９ヶ月間の賃貸借、再設定です。 

１４番の借り手は、〇〇〇〇です。２３年１０ヶ月間の賃貸借、新規設定です。労力７人、果樹・野菜栽 

培を行う〇〇〇〇の会社で、〇〇〇〇では認定農業者になっていますが、今回竹田市でブルーベリー栽培を 

行うため、複数の市町村での認定は大分県の認定となるため、大分県から認定を受けております。 

１５番の借り手は、〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。労力２人、稲作中心の農家であり、 

借受農地の効率的な利用が見込まれます。 

１６番の借り手は、認定農業者である 〇〇〇〇氏です。３年間の賃貸借、新規設定です。 

１７番及び２３番の借り手は、認定農業者である 〇〇〇〇氏です。１７番は、５年間の賃貸借、再設定、 

２３番は、５年間の賃貸借、新規設定です。 

１８番、１９番及び２２番の借り手は、〇〇〇〇氏です。４年間の賃貸借、再設定です。労力２人、稲作 

中心の農家であり、借受農地の効率的な利用が見込まれます。 

２０番及び３６番の借り手は、認定農業者である 〇〇〇〇氏です。２０番は５年間の賃貸借、新規設定、 

３６番は５年間の賃貸借、再設定です。 

２１番の借り手は、〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。労力１人、稲作中心の農家であり、 

借受農地の効率的な利用が見込まれます。 

２４番の借り手は、〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、新規設定です。労力２人、稲作中心の農家であり、 

借受農地の効率的な利用が見込まれます。 

２５番の借り手は、〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。労力３人、稲作中心の農家であり、 

借受農地の効率的な利用が見込まれます。 

２６番の借り手は、〇〇〇〇氏です。５年間の使用貸借、再設定です。労力２人、稲作中心の農家であり、 

借受農地の効率的な利用が見込まれます。 

２７番の借り手は、〇〇〇〇氏です。５年間の使用貸借、再設定です。労力１人、稲作中心の農家であり、 

借受農地の効率的な利用が見込まれます。 

２８番の借り手は、〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、新規設定です。労力１人、稲作中心の農家であり、 

借受農地の効率的な利用が見込まれます。 

２９番及び３０番の借り手は、認定農業者である 〇〇〇〇氏です。６年間の賃貸借、再設定です。 

３１番及び３２番の借り手は、認定農業者である 〇〇〇〇氏です。３１番は、５年間の賃貸借、新規設 

定、３２番は、５年間の賃貸借、再設定です。 

３３番の借り手は、認定農業者である 〇〇〇〇氏です。３年間の賃貸借、再設定です。 

３４番の借り手は、認定農業者である 〇〇〇〇氏です。３年間の賃貸借、新規設定です。 

３５番の借り手は、認定農業者である 〇〇〇〇氏です。１０年間の賃貸借、再設定です。 

３７番の借り手は、〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。労力２人、稲作中心の農家であり、 
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借受農地の効率的な利用が見込まれます。 

３８番の借り手は、〇〇〇〇氏です。３年１ヶ月間の使用貸借、新規設定です。労力２人、稲作・畜産中 

心の農家であり、借受農地の効率的な利用が見込まれます。 

３９番の借り手は、認定農業者である 〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。 

１４番を除いた案件について現地確認した農地利用最適化推進委員から、借り手は農業経営に必要な要件 

をすべて満たしており、問題ないとの報告を頂いています。 

 

議長 

 只今、事務局による説明がありましたが、ご意見、ご質疑はございませんか。 

（なしの声あり） 

 

議長 

 無いようですので討論を終結いたします。 

議案第２０号について、これを承認することにご異議ない方は、挙手をお願いいたします。 

 

議長 

 全員挙手でありますので、ご異議ないものと認めます。 

よって、議案第２０号の 農用地利用集積計画の承認については、これを承認することに決定します。 

 

議長 

  続いて、議案第２１号の 農用地利用集積計画の利用権の移転について を議題といたします。 

議案の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２１号の１番の案件は、利用権の設定をしている借り手を親から子へ移転するものです。 

この案件について現地確認した農地利用最適化推進委員から、借り手は農業経営に必要な要件をすべて満た 

しており、問題ないとの報告を頂いています。 

 

議長 

  只今、議案第２１号について、事務局による説明がありましたが、ご意見、質疑はございませんか。 

（なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので討論を終結いたします。 

議案第２１号について、これを承認することにご異議のない方は、挙手をお願いいたします。 

 

議長 
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  はい、ありがとうございます。全員挙手でありますので、ご異議なしと認めます。 

よって、議案第２１号の 農用地利用集積計画の利用権の移転については、これを承認することに決定しま 

す。 

 

議長 

  続いて、議案第２２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について を議題といたします。 

１番の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２２号の１番の案件は、譲渡人 〇〇〇〇氏から譲受人 〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市大字片ケ 

瀬字前久保〇〇〇〇番 畑１筆 面積１２８平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の経営規模 

は、１，５８２平方メートルとなり、下限面積要件を充たします。 

 

議長 

  ４番 和田京子委員に調査報告をお願いします。 

 

４番 和田京子委員 

  議案第２２号の１番の調査報告をいたします。 

譲受人の労力は１名です。農機具は、耕運機１台を所有しており、稲作・野菜栽培を中心とした農家で農地 

全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的か 

つ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。 

よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、２番の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２２号の２番の案件は、譲渡人 持分２分の１〇〇〇〇氏 持分２分の１〇〇〇〇氏から譲受人  

〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市大字門田字小園〇〇〇〇番 外５筆 田６筆 面積１，３７８平方メートル 

を所有権移転するものです。譲受人の経営規模は、９，６０４．７３平方メートルとなり、下限面積要件を 

充たします。 

 

議長 

  ６番 佐藤博一委員に調査報告をお願いします。 

 

６番 佐藤博一委員 

  議案第２２号の２番の調査報告をいたします。 
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譲受人の労力は２名です。農機具は、耕運機１台しか所有しておりませんが、本人が建設業をしており、近 

くの人に作業を受託してくれる人がいるそうです。農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事すること 

が見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ、農地の総合的な利用の確保に支障は生じないと 

思われます。よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

 続いて、３番の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２２号の３番の案件は、譲渡人 〇〇〇〇氏から譲受人 〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市大字下志 

土知字下志土知〇〇〇〇番 外１筆 田２筆 合計面積１，６６８平方メートルを所有権移転するもので 

す。譲受人の経営規模は、１６，２３６平方メートルとなり、下限面積要件を充たします。 

 

議長 

  ３番 長野幸生委員に調査報告をお願いします。 

 

３番 長野幸生委員 

  議案第２２号の３番の調査報告をいたします。 

譲受人の労力は２名です。農機具は、トラクター１台、田植え機１台、コンバイン１台を所有しており、稲 

作・野菜栽培中心の農家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。また、 

周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。 

よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、４番の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２２号の４番の案件は、貸人 〇〇〇〇氏から借人 〇〇〇〇へ、申請地の竹田市大字久保字芹川

〇〇〇〇番 畑１筆 面積１０，５４７平方メートルを営農型太陽光発電設置のため１０年間の地上権設定 

するものです。借人の経営規模は、１０，５４７平方メートルとなり、下限面積要件を充たします。 

 

議長 

  ３番 長野幸生委員に調査報告をお願いします。 

 

３番 長野幸生委員 

  議案第２２号の４番の調査報告をいたします。 

この案件は、営農型発電施設の下部の農地の空中に区分地上権の設定を行う農地法第３条許可申請になりま 
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す。そのため、耕作に必要な労力、機械等の要件を満たす必要はありません。計画から見て、申請地及び周 

辺の農地に係る営農条件に支障は生じないと思われます。 

よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

 続いて、５番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２２号の５番の案件は、譲渡人 〇〇〇〇氏から譲受人 〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市荻町馬場 

字岩戸〇〇〇〇番 外１筆 畑２筆 合計面積２，０５０平方メートルを所有権移転するものです。譲受人 

の経営規模は、１５，４９４平方メートルとなり、下限面積要件を充たします。 

 

議長 

  １番 後藤善徳委員に調査報告をお願いします。 

 

１番 後藤善徳委員 

  議案第２２号の５番の調査報告をいたします。 

譲受人の労力は１名です。農機具は、トラクター１台、管理機１台を所有しており、野菜栽培中心の農家で 

農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率 

的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。 

よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、６番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２２号の６番の案件は、譲渡人 〇〇〇〇氏から譲受人 〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市荻町政 

所字杉園〇〇〇〇番 畑１筆 面積２０５平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の経営規模は、 

１，２９３平方メートルとなり、下限面積要件を充たします。 

 

議長 

  １番 後藤善徳委員に調査報告をお願いします。 

 

１番 後藤善徳委員  

 議案第２２号の６番の調査報告をいたします。 

譲受人の労力は２名です。農機具は、トラクター１台を所有しており、野菜栽培中心の農家で農地全部の効 

率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合 
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的な利用の確保に支障は生じないと思われます。 

よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、７番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２２号の７番の案件は、譲渡人 〇〇〇〇氏から譲受人 〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市久住町大 

字栢木字西田〇〇〇〇番 田１筆 面積２，８１１平方メートルを所有権移転するものです。 

譲受人の経営規模は、４１，３０２平方メートルとなり、下限面積要件を充たします。 

 

議長 

  １２番 釘宮恒憲委員に調査報告をお願いします。 

 

１２番 釘宮恒憲委員 

  議案第２２号の７番の調査報告をおこないます。 

譲受人の労力は３名です。農機具は、トラクター２台、田植え機１台、コンバイン１台を所有しており、稲 

作中心の農家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。また、周辺の農地 

の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。 

よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、８番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２２号の８番の案件は、譲渡人 〇〇〇〇氏から譲受人 〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市直入町大 

字上田北字下園〇〇〇〇番 畑１筆 面積４５５平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の経営規 

模は、４６，８８１平方メートルとなり、下限面積要件を充たします。 

 

議長 

 １１番 工藤明秀委員に調査報告をお願いします。 

 

１１番 工藤明秀委員 

  議案第２２号の８番の調査報告をいたします。 

譲受人の労力は２名です。農機具は、トラクター６台、田植え機１台を所有しており、稲作・畜産中心の農 

家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の 

効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。 
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よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、９番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２２号の９番の案件は、譲渡人 〇〇〇〇氏から譲受人 〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市直入町大 

字上田北字荻原〇〇〇〇番 外４筆 田４筆 畑１筆 合計面積５，５４９平方メートルを所有権移転する 

ものです。譲受人の経営規模は、５，５４９平方メートルとなり、下限面積要件を充たします。 

 

議長 

  １１番 工藤明秀委員に調査報告をお願いします。 

 

１１番 工藤明秀委員 

  議案第２２号の９番の調査報告をいたします。 

譲受人の労力は１名です。農機具は、現在は所有しておらず、機械での作業については委託することにより 

農地全部の効率的な利用と、その他の農作業に必要な日数の確保が見込まれます。また、周辺の農地の農業 

上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。 

よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  只今、議案第２２号について、担当委員による報告がありましたが、ご意見、ご質疑はありませんか。 

 

６番 佐藤博一委員 

 今から太陽光に関しては、非常に厳しいと聞いていますが、儲かる農業をするためにこういう形態で行う 

と〇〇〇〇の方は言っていました。要するに太陽光で収入を得て、パネルの下でも耕作することにより利益 

を上げていくということなんですね。 

 

４番 和田京子委員 

  関連してですが、議案２０号の１４番では、土地所有者の〇〇〇〇氏と認定農業者の〇〇〇〇が利用権を 

設定しています。議案２２号の４番は、同じ地番同じ面積で〇〇〇〇氏と太陽光発電設置のため地上権設定 

を〇〇〇〇が行っています。こうしないと許可できないのですか。 

 

事務局 

太陽光を建てるときは、普通の太陽光と営農型太陽光というパネルの下で耕作出来る形態の太陽光の２種

類があります。太陽光のみであれば、２種農地のみで１種農地には建てられませんという規定があります。

但し、下を耕作しており、それに影響がないようなものを上に建てる場合、営農型太陽光として建てられま
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す。 

その中で３条申請をしなさいというのは、太陽光を建てるので転用が必要となります。よって、５条申請 

をするのですが、パネルの下を耕作していますので、上に太陽光を建てるために３条の区分地上権の許可が 

必要になります。 

 

5番 佐藤隆幸委員 

ソーラーが出来るのは良いのですが、下の耕作が農業としての耕作になるのですか。農業をどのようにや 

って行くのかということを農業委員会としては、今後の過程を見守っていく必要があるのではないかと思い 

ます。 

 

事務局 

営農型太陽光施設の転用は、一時転用となります。基本的には 3年以内の一時転用許可という形になるの 

ですが、10年まで延長しても良いという例外規定があります。例外規定によると、『担い手が所有している 

農地または利用権等を設定している農地で、当該担い手が下部の農地で営農を行う場合』というのがありま 

す。今回の場合、認定農業者になった〇〇〇〇が、それに該当します。 

転用の許可を出している部分につきましては、毎年 1回の報告が必要になります。下部の農地で、収穫さ 

 れた農作物の単収が地域の平均的な単収と比較することにより、農地に知見を有するものの所見等によって 

 これを撤去するかどうか、毎年判断しなさいということになっております。 

農政課を通じて振興局に、ブルーベリーはどういう形で報告を出せばいいのかということを確認していま 

すが、1年ごとに検討していくようになると考えています。 

 

議長 

  他にないですか。 

（なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので討論を終結いたします。 

議案第２２号について、これを許可することにご異議ない方は、挙手をお願いします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議なしと認めます。 

よって、議案第２２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請については、これを許可することに決定 

します。 

 

議長 

  続いて、議案第２３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、１番の説明を事務局に求め 

ます。 
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事務局 

 議案第２３号の１番の案件は、申請地 竹田市大字平田字柳ケ平〇〇〇〇番 外１筆 合計面積２，２０ 

７平方メートルの田です。この申請地は農用地区域外の農地で、ほ場整備等 農業公共投資の対象となって 

いない小集団の生産性の低い第２種農地です。転用目的は、植林です。申請地は、周囲を山に囲まれ獣害が 

ひどいうえ、農道の整備もされておらず、高齢となり農地の管理ができなくなったため、スギを植え山林と 

して管理する計画です。転用行為は、令和３年４月３０日までを予定しております。 

 転用許可基準は、「申請に係る農地に変えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目 

的を達成することができない場合」に該当すると考えます。 

 

議長 

 ３番 長野幸生委員に調査報告をお願いします。 

 

３番 長野幸生委員 

 議案第２３号の１番の調査報告をいたします。 

現地確認の結果、周辺農地への日照等に支障を及ぼすおそれがなく、計画を実施できることが確実と認め 

られるため、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

    

議長 

只今、議案第２３号について、担当委員による報告がありましたが、ご意見、ご質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので討論を終結いたします。 

 議案第２３号について、許可相当として意見を付して、大分県知事に進達することにご異議ない方は、挙 

手をお願いします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議ないものと認めます。 

よって、議案第２３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請については、許可相当として意見を付し 

て、大分県知事に進達いたします。 

 

議長 

  続いて、議案第２４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、１番の説明を事務局に求め 

ます。 

 

事務局 

 議案第２４号の１番の案件は、申請地 竹田市大字下志土知字下志土知〇〇〇〇番 面積４９４平方メー 
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トルの田です。この申請地は農用地区域外の農地で、ほ場整備等農業公共投資の対象となっていない小集団 

の生産性の低い第２種農地です。転用目的は、一般住宅です。転用者は、現在親と同居しており、今回新た 

に住宅の建設を計画したものです。排水は、自宅で管理している水路へ流す計画です。 

工事期間は、令和３年４月１日から令和３年９月３０日までを予定しております。転用許可基準は、「申 

請に係る農地に変えて周辺の他の土地を供することにより、当該申請に係る事業の目的を達成することがで 

きない場合」に該当すると考えられます。 

 

議長 

  ５番 佐藤隆幸委員に調査報告をお願いします。 

 

５番 佐藤隆幸委員 

  議案第２４号の１番の調査報告をいたします。 

現地確認の結果、周辺農地への日照等に支障を及ぼすおそれがなく、計画を実施できることが確実と認めら 

れるため、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、２番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２４号の２番の案件は、申請地 竹田市大字久保字芹川〇〇〇〇番 外１筆 合計面積１０，６４ 

２平方メートルの畑です。この申請地は、農振法の規定による農用地区域内農地です。転用目的は、営農型 

太陽光発電施設で、農地での営農をしながらその上で太陽光発電を行うため、支柱等の面積分の２３．１０ 

３㎡の転用申請となります。 

申請者は、〇〇〇〇で太陽光発電等も行う業者で、発電パネルの下の農地にて営農を行う業者と関連会社 

 であり、〇〇〇〇でも営農型太陽光施設を営んでおります。パネルの設置については、下の農地に影響が無 

 いよう遮光率を５１パーセントにして設置する計画です。工事期間は、許可後から令和３年１０月３１日ま 

 でを予定しています。 

転用許可基準は、「申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うもので 

あって、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること」 

に該当すると考えられます。 

 

議長  

３番 長野幸生委員に調査報告をお願いします。 

 

３番 長野幸生委員 

 議案第２４号の２番の調査報告をいたします。 

現地確認の結果、周辺農地への日照等に支障を及ぼすおそれがなく、計画を実施できることが確実と認めら 
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れるため、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  只今、議案第２４号について、担当委員による報告がありましたが、ご意見、ご質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので討論を終結いたします。 

議案第２４号について、許可相当として意見を付して、大分県知事に進達することにご異議ない方は、挙 

手をお願いします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議ないものと認めます。 

よって、議案第２４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請については、許可相当として意見を付し 

て、大分県知事に進達いたします。 

 

議長  

 続いて、議案第２５号 非農地証明について、農地法第２条第１項に規定する農地に該当しない旨の証明 

願が提出されましたので、証明書を発行してよいか意見を求めます。１番の案件について、事務局に説明を 

求めます。 

 

事務局 

 議案第２５号の１番の案件は、申請者 〇〇〇〇氏の所有する、申請地 竹田市大字竹田字立小野〇〇〇 

〇番 登記地目 畑１筆 面積１０２平方メートルは、昭和３９年に相続した当時は県外に居住しており、 

今も市外に住んでいるため、農地の管理ができませんでした。現況は、山林となっています。顛末書が添付 

されています。 

 

議長 

  ９番 本郷敦子委員に調査報告をお願いします。 

 

９番 本郷敦子委員 

  議案第２５号の１番の案件の調査報告を致します。 

現地確認の結果、現状は山林となっております。現状からみて、農地への復旧が困難と思われます。 

よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

  続いて、２番の案件について説明を事務局に求めます。 
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事務局 

 議案第２５号の２番の案件は、申請者 〇〇〇〇氏の所有する、申請地 竹田市大字三宅字梅木〇〇〇〇 

番 外１２筆 登記地目 田６筆 畑７筆 合計面積５，１１０．９２平方メートルは、令和元年に叔父が 

他界し、遺贈により所有しましたが、叔父も高齢となり平成５年頃から農地の管理ができなかったそうです。 

現況は、山林、原野となっています。顛末書が添付されています。 

 

議長 

  ９番 本郷敦子委員に調査報告をお願いします。 

 

９番 本郷敦子委員 

 議案第２５号の２番の案件の調査報告を致します。 

現地確認の結果、現状は山林、原野となっております。現状からみて、農地への復旧が困難と思われます。 

よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

  続いて、３番の案件について説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２５号の３番の案件は、申請者 〇〇〇〇氏の所有する、申請地 竹田市大字会々字上鹿口〇〇〇 

〇番 外１筆 登記地目 畑２筆 合計面積８０平方メートルは、隣接する建物のために、〇〇〇〇番には、 

側溝を設置し、〇〇〇〇番は進入路の拡幅をしました。現況は、雑種地、道路となっています。 

始末書が添付されております。 

 

議長 

  ５番 佐藤隆幸委員に調査報告をお願いします。 

 

５番 佐藤隆幸委員  

 議案第２５号の３番の案件の調査報告を致します。 

現地確認の結果、現状は雑種地、道路となっております。現状からみて、農地への復旧が困難と思われます。

よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

  続いて、４番の案件について説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

  議案第２５号の４番の案件は、申請者 〇〇〇〇氏の所有する、申請地 竹田市大字門田字小園〇〇〇〇 
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番 外１筆 登記地目 畑２筆 合計面積１，２９５平方メートルは、平成１８年に相続しましたが、県外 

に居住しているため農地の管理もできず、すでに山林になっていました。現況は山林となっています。  

顛末書が添付されています。 

 

議長 

 ９番 本郷敦子委員に調査報告をお願いします。 

 

９番 本郷敦子委員 

  議案第２５号の４番の案件の調査報告を致します。 

現地確認の結果、現状は山林となっております。現状からみて、農地への復旧が困難と思われます。 

よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

  続いて、５番の案件について説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２５号の５番の案件は、申請者 〇〇〇〇氏の所有する、申請地 竹田市大字福原字井ノ元〇〇〇 

〇番 外５筆 登記地目 田３筆・畑３筆 合計面積２，７４１平方メートルは、平成１６年に父が他界し 

相続しましたが、減反政策によりヒノキやクヌギをすでに植林していました。〇〇〇〇番については、家の 

宅地に隣接しているのですが、市外に居住しているため農地として管理ができませんでした。現況は山林、 

雑種地となっています。顛末書が添付されています。 

 

議長 

  ５番 佐藤隆幸委員に調査報告をお願いします。 

 

５番 佐藤隆幸委員 

  議案第２５号の５番の案件の調査報告を致します。 

現地確認の結果、現状は山林、雑種地となっております。現状からみて、農地への復旧が困難と思われます。

よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

  只今、議案第２５号について、担当委員による報告がありましたが、ご意見、ご質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので討論を終結いたします。 

議案第２５号について、非農地証明書を発行することにご異議ない方は、挙手をお願いいたします。 
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議長 

  全員挙手でありますので、ご異議なしと認めます。 

よって、議案第２５号 非農地証明については、これを承認することに決定します。 

 

議長 

  続いて、議案第２６号 利用状況調査に基づく非農地認定について を議題といたします。事務局に説明 

を求めます。 

 

事務局 

 議案第２６号の案件は、利用状況調査を実施した結果、Ｂ分類の荒廃農地と判断された農地について、農 

地への復旧が困難で非農地認定をすることに問題はないか意見を求めるものです。 

今回は、 田 ２７筆、面積  ９，０８１．９１平方メートル 

畑 １８筆、面積  ６，８２４平方メートル 

その他 ４筆、面積  １，６４１．７１平方メートル  

合計 ４９筆、面積 １７，５４７．６２平方メートルを非農地として認定するものです。 

内訳として、 

竹田地域では、４０筆、面積 １４，２３９．９１平方メートル 

荻地域では、  ７筆、面積  ２，２９２．７１平方メートル 

久住地域では、 １筆、面積    ４６５平方メートル 

直入地域では、 １筆、面積    ５５０平方メートルです。 

 

議長   

只今、事務局による説明がありましたが、ご意見・質疑はありませんか。 

 

５番 佐藤隆幸委員 

２番の所有者が大蔵省になっていますが、道路は建設省ではないのですか。 

 

事務局 

 農地台帳をみると間違いなく大蔵省です。 

 

議長 

  他にないですか。 

（なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので討論を終結いたします。 

議案第２６号について、非農地認定をすることにご異議ない方は、挙手をお願いいたします。 
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議長 

  全員挙手でありますので、ご異議なしと認めます。 

よって、議案第２６号 非農地認定についてはこれを承認することに決定します。 

 

議長 

  これで、本日提出いたしました議案の審議は全て終了いたしました。 

以上をもちまして、令和３年竹田市農業委員会 第３回総会を閉会いたします。ご協力誠にありがとうござ 

いました。                                  （午後４時１７分） 

       

         【閉会:午後４時１７分】 
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